
千葉県歯・口腔の健康づくり推進条例案に寄せられた意見一覧 

 

№ 関 係 す

る条文 

意見等 自民党県連の考え方 

1 

 

- 

 

・基本的には条例の制定に賛成である。 

他に同趣旨の意見 2件 

県民の歯・口腔の健康づくりの推進のた

め条例成立に努力して参ります。 

 

2 2 

 

・実施者の主語について、確認した方がよい

。 

第１条の規定から、基本理念に基づきつ

つ、県民の歯・口腔の健康づくりの推進す

る者は、県、歯科医師等、教育関係者、保

健医療福祉関係者、県民等となります。 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

・(国等との連携協力等)と題し、下記条文等

を定める必要性を検討頂きたい。 

 

「県は口腔の健康づくりを効果的に推進す

るために、国、他の自治体等の連携を図るよ

う努めるものとする。」 

第４条（市町村との連携協力等）につい

ては、「県民」の歯・口腔の健康づくりを

推進するに当たり、県は、県内市町村とし

っかりと連携協力していくことが何より

重要であり、そのために何らかの規定を置

く必要があるとの考えから定められたも

のです。本条例は、国、他の自治体等との

連携を否定するものではない上、必要に応

じて国等と連携を図ることは通常のこと

なので、ご意見のように定めることは要さ

ないと考えています。 

 

4 

 

 

5 

 

・役割を明記したことで、それぞれの分野の

方々が活動しやすくなるだろう。 

 

県民の歯・口腔の健康づくりの推進のた

め条例成立に努力して参ります。 

5 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

・歯科専門職種等の責務のため、第２条の基

本理念を活かし、歯・口腔の保健医療サービ

スという言葉が入ったほうがよいのではな

いか。 

 

市町村に協力するように努めなければなら

ない。 

➜市町村に協力し、歯・口腔の保健医療サー

ビスの推進に努めなければならない。 

 

 歯科医師、歯科衛生士等の資格職につい

ては、歯科医師法、歯科衛生士法などで、

その任務等が規定されています。ご意見に

ついては、法の規定との重複等を避けるた

め、原案のとおりとします。 

6 

 

6 

 

・役割を明記したことで、それぞれの分野の

方々が活動しやすくなるだろう。 

 

県民の歯・口腔の健康づくりの推進のた

め是非条例を成立させたいと考えていま

す。 
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№ 関 係 す

る条文 

意見等 自民党県連の考え方 

7 

 

 

6 

 

・文章の意味がわかりにくい文章であるため

、県民の誰が条例を読んでもわかりやすくし

たほうが、趣旨にあうと思われる。 

 

その推進に当たっては、歯・口腔の健康づく

りに関する活動を行う他の者と連携し、及び

協力するよう努めるものとする。 

 

➜その推進にあたっては、他者が行う歯・口

腔の健康づくりに関する活動と連携・協力す

るように努めるものとする。 

 

「連携及び協力」は、「活動」と連携及

び協力するのでなく、「他の者」と連携及

び協力するという趣旨であるため、原案の

とおりとします。 

8 

 

 

 

 

 

 

7 

 

・歯科医師・歯科衛生士は、生活習慣病予防

（特定保健指導）食生活改善指導担当者にな

ることができ、法的に定められた研修を受け

た者は、その資格を有している。 

歯・口腔の健康づくりには、歯科保健指導を

受けられる機会を推進するようにしてほし

い。 

第七条の二 

保険者は、基本理念にのっとり、県内の被保

険者の歯科健診及び保健指導 

 

➜歯科保健指導の機会の確保その他の歯・口

腔の健康づくりを推進するよう努めるもの

とする。 

 

 事業者及び保険者にとっては、厚生労働

省の指針等から「保健指導」という文言が

一般的であり理解しやすいと思われるこ

と、また、本条は、事業者及び保険者に対

して、広く保健指導の機会を確保する中で

、歯・口腔の健康づくりの推進に努めてい

ただきたいという趣旨であり、「歯科保健

指導」をも含むものであることから、原案

のとおりとします。 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

・第七条について 

 健診や保健指導の機会は、居住している場

所の歯科医療機関等で受けられる事が非常

に望ましいことであります。努力義務とはい

え、保険者が健診及び保健指導の機会を確保

した場合、被扶養者の健診及び保健指導等は

、居住地より離れた歯科医療機関等で実施さ

れることも想定されることから、住民の利便

性及び効果的な健診及び保健指導を行う上

で疑問が残ります。 

 

 

 

ご意見の内容である、今後実施される制

度等の運用面での問題については、県及び

市町村等関係機関による検討、協議、調整

等を通じて対応していくべきものと考え

ています。 
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№ 関 係 す

る条文 

意見等 自民党県連の考え方 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

・各関係者が、一層積極的に取り組む姿勢を

条文に表すことは必要であることから、以下

のような表現方法の変更をもって積極的な

取り組みを示すことも検討されたい。 

 

第八条 県民の役割においては「自ら歯・口

腔の健康づくりに積極的に取り組むよう努

めるものとする」を「自ら歯・口腔の健康状

態を自覚するとともに、健康づくりに積極的

に取り組むよう努めるものとする」 

 

 「歯・口腔の健康状態を自覚する」こと

は、「自ら歯･口腔の健康づくりに積極的

に取り組む」中のひとつの行動ということ

ができるので、改めて記載することは要さ

ないと考えています。 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

・各関係者が、一層積極的に取り組む姿勢を

条文に表すことは必要であることから、以下

のような表現方法の変更をもって積極的な

取り組みを示すことも検討されたい。 

 

第九条の４ 「又は変更したときは、遅滞な

く、これを、公表しなければならない。」を

「又は変更したときは、遅滞なく、これを、

公表し、周知しなければならない。」 

 ご意見の内容については、県民等に広く

知らせるという点では、「公表」も「周知

」も同じ意味があるので、重複することに

なります。県民等に一定の事項を発表する

場合、千葉県条例では、一般的に「公表」

を用いていため、原案のとおりとします。

12 

 

 

10 

 

・条文に口腔ガン検診等、歯科・口腔領域に

おける悪性腫瘍の予防対策推進を規定する

文言あるいは追記が求められる。 

本条例は、県の施策の枠組みを示すもの

であり、歯･口腔の健康づくりに係る個別

具体的な施策については、千葉県歯･口腔

保健計画の策定等の過程において検討す

ることとしています。ご意見の内容は、個

別具体的な施策であるため、原案のとおり

とします。 

 

13 

 

10 

 

 

・第十条の五 「確保及び資質の向上、なら

びに育成」と記載されるべきと考える。 

 「育成」は、「確保及び資質の向上」

に含まれているため、原案のとおりとし

ます。 

 

14 10 

 

・第十条の四 「障害」→「障がい」 千葉県条例における表記では、「障害」

としています。 

例：「障害のある人もない人も共に暮ら

しやすい千葉県づくり条例」（平成１８年

条例５２号）など 
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№ 関 係 す

る条文 

意見等 自民党県連の考え方 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

・適切な歯・口腔の健康づくりとの表現であ

るが、第２条には、「最適な保健医療サービ

ス」とあるため、配慮を要する者へのという

表現を加え、専門的知識・技術を有する歯科

専門職種とそれぞれの関係者の連携・協力の

推進が必要であるため。 

 

第十条の四 

障害を有する者、介護を必要とする者等の適

切な歯・口腔の健康づくりに関すること。

➜障害を有する者、介護を必要とする者等の

配慮を要する者への適切な歯・口腔の健康づ

くりに関すること。 

 

 ご意見の「配慮を要する者」を入れると

意味が抽象的になりすぎると思われます。

ご意見の趣旨は、「障害を有する者、介護

を必要とする者等」でも実質的にカバーで

きると考えられるため、原案のとおりとし

ます。 

16 

 

 

 

 

 

 

10 

 

・第十条 学校等におけるフッ化物洗口の普

及を明文化 

千葉県はフッ化物洗口実施施設数が全国で

下位に属し、2008年の全国調査では32位であ

ったことを考慮し今後、県内においてフッ化

物洗口の普及を推進するために条例の中で

の明文化を提案します。 

本条例は、県の施策の枠組みを示すもの

であり、歯･口腔の健康づくりに係る個別

具体的な施策については、千葉県歯･口腔

保健計画の策定等の過程において検討す

ることとしています。ご意見の内容は、個

別具体的な施策であるため、原案のとおり

とします。 

 

17 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

・第十条 口腔保健週間（6月4日～10日）、

いい歯の日（11月８日～14日）、８０２０推

進週間等の明文化 

現在、千葉県でも取り組んでいる状況ではあ

りますが、さらに県民にPRし、千葉県民の意

識の高揚を図り、関係機関でも啓発に協力い

ただくため明文化することを提案します。

 

本条例は、県の施策の枠組みを示すもの

であり、ご意見のような既に取り組まれて

いる歯･口腔の健康づくりに係る個別具体

的な施策については、千葉県歯･口腔保健

計画において定める事項の対象になると

考えられるため、原案のとおりとします。

18 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

・サービスを受けようとする者にも適正な負

担を求めることは正当かつ妥当な施策であ

り、例えば下記の条文を、別に定める必要性

は検討に値すると考える。 

「知事は歯・口腔の健康づくりの推進に関す

る施策に基づき行う事業の実施にあたり、そ

のサービス等を受けるものに対し、適正な負

担を求めることができる。」 

 

 

本条例は、県、県民その他関係者が相互

に連携・協力し、歯・口腔の健康づくりの

ための施策を総合的かつ計画的に推進し

ていくという県の施策の枠組みを提示し

た条例ですが、県民に何らかの負担又は義

務を課すことは考えておりません。 
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№ 関 係 す

る条文 

意見等 自民党県連の考え方 

19 

 

 

 

 

 

11 

 

・県が行う施策への協力に係る財政上の措置

は、条例案では、県の努力義務となっており

ますが、事業の継続性を担保するために、県

が財政上の措置を講ずるとする旨を明記し

てください。 

具体的な事業に係る予算措置について

は、その必要性、妥当性、効率性などが検

討された上で、財政状況を踏まえつつ個別

に決定せざるをえないため、原案のとおり

とします。 

20 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

・用語について、「歯・口腔」を「歯・顎・

口腔」へ書き換えを提案します。 

 

機能をイメージしやすい顎という言葉を入

れることによって咬合（欠損、不正咬合、顎

偏位）を含めた健康を意味していると伝えや

すいのではないか。歯科の範囲は歯と口腔だ

けでなく顎も対象であることを伝える。 

 

 ご意見の咬合に関する課題は「歯･口腔

」の範囲に含まれると思われますが、県民

から見た場合に一般的であるとまでいえ

ないことや用語のわかりやすさなどの点

から、原案のとおりとします。 

 

21 

 

 

 

 

 

- 

 

 

・第10条にフッ化物応用等のむし歯予防と書

かれ、第7条に事業者に、従業員の歯科健診

の機会を確保と、具体的に書かれているのだ

から、母子保健、成人保健、高齢者保健に関

して、もっと具体的に、書かれていてもよい

のではないか。 

 

母子保健、成人保健、高齢者保健等を通

じた生涯にわたる効果的な歯･口腔の健康

づくりに関する具体的な事項については、

千葉県歯･口腔保健計画等の検討対象にな

るものと考えています。 

22 

 

 

- 

 

・効果的な歯科保健対策の推進として、フッ

化物洗口法の推進を具体的に明記していた

だきたい。 

本条例は、県の施策の枠組みを示すもの

であり、歯･口腔の健康づくりに係る個別

具体的な施策については、千葉県歯･口腔

保健計画の策定等の過程において検討す

ることとしています。ご意見の内容は、個

別具体的な施策であるため、原案のとおり

とします。 

 

23 

 

 

- 

 

・本市では、歯・口腔の健康づくりの推進に

係る様々な施策を本市歯科医師会からの提

案等を踏まえ、連携・協力をしながら可能な

範囲で取り組んでおります。 

 条例が制定されることにより、本市歯科医

師会から主体的に提案されることを踏まえ

推進してきた事業に何らかの影響がでるの

ではないかと懸念をしております。 

 

 

 県は、市町村が行う施策について、それ

を尊重し、連携協力する立場にありますか

ら、市町村の推進する事業に悪影響を与え

ることはありません。
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№ 関 係 す

る条文 

意見等 自民党県連の考え方 

24 

 

附則２ 

 

・千葉県歯・口腔保健審議会の委員に県民代

表(公募)を追加していただきたい。 

 千葉県歯・口腔保健審議会は、専門的見

地から答申等を受ける観点から設置しま

すので、原案のとおりとします。 

なお、千葉県歯・口腔保健計画の策定な

どにおいては、県民の方々からも意見を聴

くこととしています。 
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